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２０２１年度 久留⽶⼯業⼤学 
教員免許状更新講習 受講者募集要項 

 

１. 教員免許状更新講習について 

本学の教員免許状更新講習は、⽂部科学省から認定を受けて開設するものです。 
教員免許更新制についての詳細は、⽂部科学省のホームページを参照ください。 

 

２. 受講対象者 

教育職員免許法等に定める教員免許状更新講習の受講対象者は、教育職員免許法、教育職員免
許法施⾏規則及び免許状更新講習規則等に定められています。 

 
受講対象者に該当するかどうかについては、各受講者の責任において⽂部科学省のホームペ
ージ・都道府県教育委員会でご確認ください。 
 

３. 開設する講習  

久留⽶⼯業⼤学ホームページの「教員免許状更新講習」に掲載する講習開設⼀覧で⾒ることが
できます。 
 

４.「福岡グループ教員免許状更新講習システム」（Kuas） 

福岡県内の次に掲げる⼤学は、共同して「福岡グループ教員免許状更新講習システム」を運⽤
します。このシステムにより、参加全⼤学が開設する教員免許状更新講習の詳細情報を参照して、
受講の申込をしてください。 

「福岡グループ教員免許状更新講習システム」へは、Webブラウザに次のURLを⼊⼒するか、
参加⼤学のホームページから移動することができます。 

 
【福岡グループ教員免許状更新講習システム（Kuas）URL】 

    https://www.kuaskmenkyo.necps.jp/fukuoka/  
【福岡共同・教員免許状更新講習システム（Kuas）参加⼤学】  

国⽴３⼤学（福岡教育⼤学・九州⼤学・九州⼯業⼤学）、 福岡県⽴⼤学、 福岡⼥⼦⼤学 
九州産業⼤学、九州⼥⼦⼤学、 久留⽶⼯業⼤学、 ⻄南学院⼤学、 ⻄南⼥学院⼤学、 
筑紫⼥学園⼤学、 中村学園⼤学、 福岡⼯業⼤学、 福岡⼥学院⼤学、福岡⼤学、 
⻄⽇本⼯業⼤学、 久留⽶⼤学 
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５. 受講の申込み等 

「福岡グループ教員免許状更新講習システム（Kuas）」からインターネットにより「受講者ID・
パスワード」を取得後、受講する教員免許状更新講習を選び【第１次申込】（先着順受付）を⾏い
ます。 

受講料については、システムから印刷された振込依頼書で銀⾏（三井住友銀⾏）へ納⼊くださ
い。その後、郵送により【第２次申込】を⾏います。 
「福岡グループ教員免許状更新講習システム（Kuas）」の操作等については、システムの画⾯に

記載された事項に従ってください。 
（１）「受講者ID・パスワード」の取得⽅法 

「福岡グループ教員免許状更新講習システム（Kuas）」トップページの Menu「受講者登録」
より必要事項を⼊⼒していただき送信していただくことで「受講者ID・パスワード」の取得
が可能です。 
なお、以前に受講者ID・パスワードを取得された⽅は、改めて受講者登録をする必要はあり
ません。2021年度もお持ちの受講者ID・パスワードをご使⽤下さい。 
次は「受講者ID・パスワード」取得の際に必要となる⼊⼒事項です。 

基 本 情 報 
Ａ：受講者名 
Ｂ：受講者名かな 
Ｃ：性別 
Ｄ：E-MAIL 
Ｅ：電話番号（⽇中連絡のとれる番号） 
 ：携帯番号 
Ｆ：⽣年⽉⽇（⻄暦 例 1964/4/2） 
Ｇ：受講対象者の区分（プルダウンより選択） 
Ｈ：職名（プルダウンより選択） 
Ｉ：郵便番号 
Ｊ：住所（都道府県、市区町村名、番地等） 
Ｋ：勤務先状況（勤務先の有無を選択してください。）  
所持する免許状 
Ｌ：免許状（新免許状か旧免許状かを必ず選択してください。） 
Ｍ：修了確認期限（有効期限） ※期限が不明の場合は⽂部科学省サイトでご確認ください。 
Ｎ：種類、教科または領域、授与年⽉、免許状番号、授与権者 

(注1)⽒名・ふりがな・⽣年⽉⽇は、記載されている情報で履修証明書が発⾏されます。 
(注2)今後⼤学から受講者への連絡は、すべて記載されているメールアドレスに送信されます

ので、常時確認できるメールアドレスを設定してください。 
① 通知メールが迷惑メールフォルダに⾃動的に振りわけられる場合がありますので、

迷惑メールフォルダの確認をお願いします。 
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② 携帯電話のアドレスで登録されている場合は、パソコンからのメールを受け付けな
い設定になっている可能性がありますので、ドメイン指定の解除をお願いします。 

※ 詳しくは、「福岡グループ教員免許状更新講習システム(Kuas）」の「受講者登録受講者
登録マニュアル」に記載しています。 

（２）申込⽅法 
①「福岡グループ教員免許状更新講習システム（Kuas）」で受講者ID・パスワードを取得す

る。（以前取得された⽅は、改めて取得する必要はありません。） 
↓ 

② 受講する教員免許状更新講習を選び申込み予約を⾏う。【第１次申込】（先着順） 
↓ 

③「事前アンケート」に回答する。（事前アンケートについては、後記８に記載） 
↓ 

④「福岡グループ教員免許状更新講習システム（Kuas）」から受講申込書と振込依頼書と受
講票の様式をプリントアウトする。（事前アンケートに回答しないと様式をプリントア
ウトできません。） 
受講申込書と受講票に必要事項を記⼊し、顔写真を貼り付ける。 

↓ 
⑤ プリントアウトした振込依頼書にて銀⾏等で⽀払いを⾏い、「払込⾦受領証」を受け取

る。 
↓ 

⑥ 受講申込書（写真貼付）・銀⾏印付き払込⾦受領証のコピー(原本でも可)を下記住所に送
付する。【第２次申込】 
＊受講票は、写真貼付のうえ、講習⽇に必ず持参する。 

 
送付先 〒830-0052 久留⽶市上津町２２２８−６６ 

久留⽶⼯業⼤学 教務課 教員免許状更新講習担当 
＊封書に朱書きで「受講申込書・払込⾦受領証在中」と記⼊ください。 

 
（注）Web申込み【第１次申込】終了後、１４⽇以内に⑥の書類【第２次申込】が久留⽶

⼯業⼤学教務課に届かない場合は、【第１次申込】がキャンセルとなりますので、
速やかに【第２次申込】を⾏ってください。 
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（３）申込期間【第１次申込】 ※領域により申込期間が違いますのでご注意ください。 
①【選択】領域 

6⽉開催分： 2021年4⽉20⽇（⽕）21：00 〜 2021年5⽉20⽇（⽊）23：59 
10⽉開催分： 2021年7⽉20⽇（⽕）21：00 〜 2021年8⽉20⽇（⾦）23：59 

②【必修】【選択必修】領域 
8⽉開催分： 2021年5⽉20⽇（⽊）21：00 〜 2021年6⽉20⽇（⽇）23：59 

各講座、定員になり次第、締め切りとなります。 
申込開始前に「福岡グループ教員免許状更新講習システム(Kuas）」で、受講者ID・パスワ
ードの取得をお願いします。 

（４）申込みの完了（受講申込書受領の確認）  
前記（２）により【第２次申込】が完了した申込者には、【第１次申込】で登録したメー

ルアドレスにその旨をメールで送信します。また、「福岡グループ教員免許状更新講習シス
テム（Kuas）」で確認できます。 

 

６. 受講料  

（１）受講料の額 
教員免許状更新講習の受講料の額は、本学のホームページに掲載する講習開設⼀覧、また

は「福岡グループ教員免許状更新講習システム(Kuas）」を参照ください。 
教員免許状更新講習を受講するためには、事前に受講料を納⼊しなければなりません。 

（２）受講料の納⼊ 
【第１次申込】後、プリントアウトされた振込依頼書で銀⾏等で納⼊ください。 

その際、別途振込⼿数料が必要となります。銀⾏では、取扱⽇付印を押した「払込⾦受領証」
が渡されます。この払込⾦受領証のコピーまたは原本が【第２次申込】時に必要となります。 

（３）受講料の返還等 
受講料納⼊後、次の①②の事由等により受講できなくなった場合は、受講者からの請求に

基づき、受講料（納⼊された額。振込⼿数料を除く。以下同じ）の全額⼜は⼀部を受講者の
⼝座へ銀⾏振込により返還します。③により受講しない場合は、受講料は返還しません。 
①  ・台⾵等の⾃然現象、担当講師の急病、その他⼤学の事情等により教員免許状更新講習

が開催されなかった場合 
・公共交通機関の異常運⾏等により受講できなかった場合（講習開設⽇から３⽇以内に
連絡すること）  
→  全額返還（受講料の全額） 

② ・勤務校の業務・葬儀（⼆親等以内）・病気など受講者の事情により教員免許状更新 講
習が受講できないと事前に連絡があった場合 
・講習当⽇の急病（受講者本⼈の⼦どもを含む）等により、受講できなかった場合（講
習開設⽇から３⽇以内に連絡すること） 
→  ⼀部返還（受講料から、銀⾏振込料・事務⼿数料として1、000円を差し引いた額） 
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③ その他（受講開始後の早退・①、②以外）の事由により受講しない場合 
→  受講料は返還しない。 

（注）受講料が返還されないようなことが⽣じないよう、受講できるかどうか不確実な講
習の申込は⾏わないでください。また、【第２次申込】を完了した講習については
確実に受講してください。 

 

７. 教員免許状更新講習の開催・不開催 

（１）教員免許状更新講習の開催・不開催  
申込み⼈数が少ない場合、講習会によっては開催しないことがあります。開催決定時には、

その時点までに【第２次申込】が完了した受講者に、開講決定の旨をE-Mailにて連絡します。 
また、台⾵等の⾃然現象、公共交通機関の異常運⾏、担当講師の急病その他教員免許状更

新講習を開催できないと本学が判断した場合は、開催しないことや、開催⽇等を変更するこ
とがあります。 

（２）不開催の決定時期、周知⽅法等  
教員免許状更新講習が不開催となった場合は、その時点で「福岡グループ教員免許状更新

講習システム」でお知らせします。また、【第１次申込】で登録したメールアドレスへの連
絡も⾏う予定ですが、念のため「福岡グループ教員免許状更新講習システム」にこまめにア
クセスしてください。 
① 教員免許状更新講習の受講申込完了者が講習によっては少ない場合、開催しないと本学が

判断した場合 
・ 決定時期：講習開始⽇の３週間前  
・ 周知⽅法：「福岡グループ教員免許状更新講習システム」、登録したメールアドレス

への送信等  
（注）「福岡グループ教員免許状更新講習システム」から、申込状況を随時、確認すること

ができます。 
② 台⾵等の⾃然現象、公共交通機関の異常運⾏、担当講師の急病その他教員免許状更新講習

を開催できないと本学が判断した場合  
・ 決定時期：本学が判断した時点  
・ 周知⽅法：「福岡グループ教員免許状更新講習システム」、登録したメールアドレス

への送信等  
（注）1. ⾃然現象や公共交通機関の異常運⾏等により不開催の可能性が考えられるときは、

こまめに本学のホームページ等を確認ください。 
2. 前記１により不開催となった場合は、メールでの送信や会場での周知が⾏えない

場合も想定されます。このような場合は、０９４２−２２−２３４８にお電話くだ
さい。 

（３）不開催の場合の対応  
教員免許状更新講習が不開催となった場合、受講申込完了者は、不開催決定後速やかに次の
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いずれかにより対応ください。 
① 不開催となった教員免許状更新講習が別の⽇程で再度開設される場合、その教員免許状更

新講習を受講する。 
② 2021年度中に本学が開設する別の教員免許状更新講習を受講しない。この場合は、納⼊済

みの受講料返還⼿続きをしてください。（受講料の全額を返還します） 
 

８. 講習内容に関する事前アンケート  

教員免許状更新講習では、講習実施前に講習内容等に関する受講者の意向を把握し、受講者の
全体的な意向を講習内容に反映させることになっています。そのための事前アンケートを⾏いま
すので、受講を申し込む【第１次申込】の際に、回答ください。事前アンケートに回答しないと、
【第２次申込】⽤の受講申込書が出⼒できません。  

なお、この事前アンケートは、受講者の全体的な意向を把握することを⽬的として実施するも
のであり、個々の受講者の意向全てを講習内容等に直接反映することを⽬的としたものではあり
ません。 
 

９. 講習の受講 

（１）講習当⽇に持参するもの 
① 受講票（「福岡グループ教員免許状更新講習システム（Kuas）」から様式を出⼒し、写真

を貼付したもの）  
② 筆記⽤具 
③ 時計（試験時には、携帯電話は使えません）  
④ その他受講に必要なもの（「福岡グループ教員免許状更新講習システム（Kuas）」に掲載

している各講習の「教員免許状更新講習の概要」をこまめに確認ください） 
（注）開設⽇が⼟⽇休⽇の場合、⾷堂・売店の営業がございません。また、平⽇の場合でも混

雑が予想されますので、昼⾷は各⾃でご準備ください。 
（２）講習時間割 

１時限⽬：09:00〜10:30 （90分） 
２時限⽬：10:40〜12:10 （90分） 

（昼休み：12:10〜13:00） 
３時限⽬：13:00〜14:30 （90分） 
４時限⽬：14:40〜16:10 （90分） 

合計 （360分）6時間 
（３）講習の進⾏  

講習の進⾏は概ね次のとおりです。講習によって異なりますので、「福岡グループ教員免
許状更新講習システム（Kuas）」に掲載している各講習の「教員免許状更新講習の概要」を
ご覧ください。  
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受講受付 → オリエンテーション → 講習 → 履修認定試験 → 終了 
（４）受講者による事後評価  

教育職員免許法等に定める教員免許状更新講習では、講習終了後に、講習の運営状況、効
果等について事後評価を⾏うことが求められています。受講終了後１週間以内に、講習毎に
「福岡グループ教員免許状更新講習システム」から必ず事後評価を実施してください。この
事後評価を⾏わないと成績の公開ができません。また「履修証明書」（次項10. (5)参照）は
発⾏しません。  

なお、事後評価はシステムから⾏いますが、アンケート回答者の⽒名は特定できないよう
になっておりますので、ご安⼼ください。 

また、事後評価の結果は、⽂部科学省から公表されることになっています。 
 

１０. 履修認定 

（１）履修認定試験の実施 
① 教員免許状更新講習の履修を認定するため、試験を実施します。 
② 試験時間は講習により異なりますが、３０〜６０分程度で講習時間に含まれます。 
③ 試験は、筆記で実施します。 

（２）受験資格 
教員免許状更新講習を３０分以上受講しなかった者は、履修認定試験を受験することがで

きません。 
（３）履修認定の評価基準 

履修認定の評価基準は、履修認定試験の点数が６割以上で認定とします。（100点満点の場
合は60点以上） 

（４）履修認定の結果  
履修認定の結果は、講習終了２ヶ⽉後までに「福岡グループ教員免許状更新講習システム」

に掲載しますので、必ず確認ください。なお、履修認定の結果に対して疑義がある場合は、
講習終了３ヶ⽉後までに本学教務課に連絡ください。 

（５）履修証明書の送付 
履修を認定した受講者には、履修証明書を【第１次申込】で登録した住所に送付します。

履修証明書は、教員免許状を更新する際に必要となりますので⼤切に保管ください。 
※ 事後評価（前項９. (4)参照）を実施していない受講者には、履修証明書を送付しません。 
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１１. 講習会場へのキャンパス・交通案内図等 

本学への交通⼿段については、久留⽶⼯業⼤学ホームページ「キャンパス・交通案内」をご覧
下さい。http://www.kurume-it.ac.jp/daigaku/campus_kotsu.html 
講習当⽇は、学内の駐⾞場を利⽤できます。 
 

１２. その他  

（１）傷害保険について 
教員免許状更新講習の主催者として、教員免許状更新講習のための保険には加⼊しており

ませんので、傷害保険等の加⼊は、受講者各⼈の判断により対応願います。 
（２）個⼈情報の取扱いについて 

受講申込のための受講者登録や受講申込書等により本学が取得した個⼈情報は、免許状更
新講習に関連する業務にのみ使⽤します。 
なお、講習の様⼦を写真やビデオで撮影して講習の記録、講習計画の作成及び広報等に利⽤
する場合があります。 

 

１３. 問い合わせ窓⼝ 

免許状更新講習についての問い合わせは、本学（教務課）へお願いいたします。 
久留⽶⼯業⼤学 （担当：教務課） 
〒830-0052 久留⽶市上津町２２２８−６６ 
電話: ０９４２−２２−２３４８ 
E-mail kyomu@kurume-it.ac.jp 


